
公
営
住
宅
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

公
営
住
宅
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）

（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
用
語
の
定
義
）

（
用
語
の
定
義
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

収
入

入
居
者
及
び
同
居
者
の
過
去
一
年
間
に
お
け
る
所
得
税
法
（
昭
和

三

収
入

入
居
者
及
び
同
居
者
の
過
去
一
年
間
に
お
け
る
所
得
税
法
（
昭
和

四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
編
第
二
章
第
一
節
か
ら
第
三
節
ま
で
の
例

四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
編
第
二
章
第
一
節
か
ら
第
三
節
ま
で
の
例

に
準
じ
て
算
出
し
た
所
得
金
額
（
給
与
所
得
者
が
就
職
後
一
年
を
経
過
し
な

に
準
じ
て
算
出
し
た
所
得
金
額
（
給
与
所
得
者
が
就
職
後
一
年
を
経
過
し
な

い
場
合
等
そ
の
額
を
そ
の
者
の
継
続
的
収
入
と
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当

い
場
合
等
そ
の
額
を
そ
の
者
の
継
続
的
収
入
と
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
事
業
主
体
が
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
事
業
主
体
が
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
認
定
し
た
額
と
し
、
以
下
「
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
か
ら

に
よ
り
認
定
し
た
額
と
し
、
以
下
「
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
か
ら

次
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
十
二
で
除
し
た
額
を
い
う
。

次
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
十
二
で
除
し
た
額
を
い
う
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

入
居
者
又
は
同
居
者
に
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
号
に
規
定
す

る
老
年
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
老
年
者
一
人
に
つ
き
五
十
万
円
（
そ

の
者
の
所
得
金
額
が
五
十
万
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
所
得
金
額

）

ホ

入
居
者
又
は
同
居
者
に
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
号
に
規
定
す

へ

入
居
者
又
は
同
居
者
に
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
一
号
に
規
定

る
寡
婦
又
は
同
項
第
三
十
一
号
に
規
定
す
る
寡
夫
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ

す
る
寡
婦
又
は
同
項
第
三
十
一
号
の
二
に
規
定
す
る
寡
夫
が
あ
る
場
合
に

の
寡
婦
又
は
寡
夫
一
人
に
つ
き
二
十
七
万
円
（
そ
の
者
の
所
得
金
額
が
二

は
、
そ
の
寡
婦
又
は
寡
夫
一
人
に
つ
き
二
十
七
万
円
（
そ
の
者
の
所
得
金

十
七
万
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
所
得
金
額
）

額
が
二
十
七
万
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
所
得
金
額
）


